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②作業計画（安衛則151条の3）

③作業指揮者の選任（安衛則151条の４）
複数人で作業を行う場合には作業指揮者を選任し、

作業指揮者の指揮により作業を行う

Ⅰ 作業場所(広さ、地形)

⑦合図（安衛則151条の8）

⑧立入禁止（安衛則151条の9）
フォーク及びフォークにより支持されて

いる荷の下へは立入禁止
立入る際は安全支柱等を設置

⑨荷の積載（安衛則151条の10）
編荷重が生じないように積載する

⑫搭乗の制限（安衛則151条の13）
乗車席以外の箇所に労働者を乗せない

Ⅱ フォークリフト(種類、能力)

Ⅲ 荷(種類、形状、重量等)

運行経路、作業方法を
示した作業計画の作成

関係労働
者へ周知

④制限速度（安衛則151条の５）
作業場所に応じた適正な制限

速度を定める
※荷の落下、リフトの転倒、人への
接触等の危険を防止するため

⑤転倒・転落の防止（安衛則151条の6）
Ⅰ 必要な幅員の保持
Ⅱ 地盤の不同沈下防止
Ⅲ 路肩の崩壊防止
（ガードレールの設置）

⑥接触の防止（安衛則151条の７）
運転中の機械又は荷に接触する

おそれのある箇所は立ち入り禁止
立入禁止の場所に立ち入る

場合は誘導員を配置

誘導員を配置するときは一定の合図を定める

⑩運転席から離れる場合の措置
（安衛則151条の11）
Ⅰ フォークを最低降下位置に置く
Ⅱ 原動機を止め、ブレーキをかける

⑪移送するための積み降ろし
（安衛則151条の12）
Ⅰ 平坦で堅固な場所で行う
Ⅱ 道板は十分な長さ、幅、強度のあるものを

使用し適当な勾配で確実に取り付ける

⑬主たる用途以外の使用の制限
（安衛則151条の14）
荷のつり上げ、労働者の

昇降等主たる用途以外の
用途に使用しない
※ただし、労働者に危険を及ぼすおそれがないときはこの限りではない

⑭修理等（安衛則151条の15）
修理又はアタッチメントの装着・取外しの作業

を行うときは、作業を指揮する者を定める
Ⅰ 作業手順の決定、作業の直接指揮
Ⅱ 安全支柱、安全ブロック等の使用の監視
⑮前・後照灯の使用（安衛則151条の16）
⑯ヘッドガートの構造（安衛則151条の17）
⑰バックレストの使用（安衛則151条の18）
⑱パレット等の強度（安衛則151条の19）
⑲使用の制限（安衛則151条の20）

許容荷重や安定度等の能力を超えた使用は
しない
⑳定期自主検査（安衛則151条の21～24）

・年次点検（特定自主検査）
・月例点検
・年次、月例点検記録は３年間保存
㉑作業開始点検（安衛則151条の25）

㉒補修等（安衛則151条の26）
点検の結果、異常を認めた場合ただちに補修

①技能講習・特別教育
（安衛法59条、６１条）

最大荷重 運転資格
１ｔ以上 技能講習修了者
１ｔ未満 特別教育修了者

安衛則151条の3～26

資格


